
宮城県精神障害者地域受入体制拡充支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ 県は、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進し、地域共生社会

を実現することを目的として、精神障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことが

できる住まいを確保するために、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１７項に定める共同生活援助を行うグルー

プホーム（以下同じ。）の整備に関して、社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、

公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人及

び営利法人等（以下「社会福祉法人等」という。）が行う施設整備に要する経費につ

いて、当該社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において、宮城県精神障害者地域受

入体制拡充支援事業補助金（以下、「補助金」という。）を交付するものとし、その

交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （交付対象等） 

第２ 補助金の交付の対象となる経費及び補助基準額又は補助額は、別表のとおりとする。 

 

 （交付の申請） 

第３ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第１号によるもの

とし、その提出期限は知事が別に定める日までとする。 

２ 規則第３条第２項の規定により、補助金交付申請書に添付しなければならない書類 

は、次のとおりとする。 

 （１）施設整備申請額算出内訳書 

 （２）事業計画書      

 （３）歳入歳出予算（補正見込）書抄本 

 （４）納税証明書（県税） 

 （５）暴力団排除に関する誓約書 

 （６）その他知事が必要と認める書類等 

３ 次の各号のいずれかに該当する社会福祉法人等は、交付申請することができない。 

 （１）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団

員等 

 （２）県税に未納がある者 

４ 知事は、前項第１号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について、県警本

部長宛て照会することができる。 

 

 （交付の条件） 

第４ 規則第５条の規定による交付の条件は、次のとおりとする。 

 （１）補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合において

は、様式第２号により知事の承認を受けること。ただし、補助事業の内容の変更が、

補助金の額に変更を来すことなく、かつ、施設の機能を著しく変更しない程度の軽

微な変更である場合にあっては、この限りでない。この場合、変更の理由が生じた



後速やかに、様式第２号に準じた様式により知事に報告すること。 

 （２）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第３号により知事の承認 

   を受けること。 

 （３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった  

   場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

 

 （状況報告） 

第５ 規則第１０条の規定による報告は、次の時期ごとに様式第４号により行わなければ

ならない。 

 （１）補助対象事業を着工したとき 

 （２）前号の事業着工した日の属する年度の１２月末日現在の状況について翌月１０日

まで 

 

 （実績報告） 

第６ 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第５号による

ものとする。 

２ 前項の規定による補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとお 

りとする。 

 （１）施設整備精算額内訳書 

 （２）事業実績報告書 

 （３）歳入歳出決算（見込）書抄本 

 

（補助金の交付方法） 

第７ 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。た

だし、事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付すること

がある。 

 

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第８ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第６号により速やかに知

事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

 （財産の管理） 

第９ 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し又は効用が増加した

財産（以下「取得財産等」という。）を善良なる管理者の注意をもって管理するとと

もに、補助金の交付目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにして

おかなければならない。 

 

 



 （財産の処分の制限） 

第１０ 規則第２１条第２号及び第３号の規定により処分の制限を受ける財産は、その取

得価格又は効用の増加の価格が３０万円以上であるものとする。 

２ 規則第２１条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、「補助金等に係   

る予算の執行の適正化に関する法律施行令」（昭和３０年政令第２５５号）第１４  

条第１項第２号の規定により、厚生労働大臣が定める「補助事業等により取得し、  

又は効用の増加した財産の処分制限期間」（平成２０年厚生労働省告示第３８４   

号）に定める社会福祉施設整備費補助金に係る財産及び処分制限期間を準用する。 

３ 補助事業者は、規則第２１条の知事の承認を受けようとするときは、様式第７号によ

り知事に申請し、あらかじめ承認を受けなければならない。 

４ 知事は、規則第２１条の規定に基づいて財産の処分を承認した場合において、当該承

認を受けた補助事業者が当該承認に係る処分により収入があったと認めたときは、

「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」（平成２０年会発第０

４１７００１号）により定める承認基準を準用し、当該補助事業者に対して、その収

入に相当する額の全部又は一部を県に納付させるものとする。 

 

  附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、 

  当該補助金にも適用するものとする。 

   



 

  別表 補助対象経費及び補助額                                                  

                                      

補 助 対 象 経 費  補 助 基 準 額 補 助 額 
 

 精神障害者を積極的に受

入れる（定員の３割以上を

満たす）ためのグループホ

ームの創設及び改築に必要

な工事費又は工事請負費

（土地の買収又は整地に要

する費用、職員の宿舎に要

する費用及びその他施設整

備費として適当と認められ

ない費用を除く。）及び工

事事務費（工事施工のため

直接必要な事務に要する費

用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本

費及び設計監督料等をい

い、その額は、工事費又は

工事請負費の２．６％に相

当す る額 を 限度 額と す

る。）。 

ただし、別の負担（補

助）金において別途補助対

象とする費用を除き、工事

費又は工事請負費には、こ

れと同等と認められる委託

費、分担金及び適当と認め

られる購入費等を含む。 

社会福祉施設等施設整備費国庫

補助金交付要綱（平成１７年１０

月５日付け厚生労働省発社援第１

００５００３号厚生労働事務次官

通知「社会福祉施設等施設整備費

の国庫補助について」別紙）に定

める国庫補助基準額に準じる。 

対象経費の実支出額

に３／４を乗じて得た

額（千円未満切り捨

て）と、総事業費から

寄附金その他収入額

（社会福祉法人等（営

利法人を除く。）の場

合は、寄附金収入額を

除く。以下同じ。）を

控除した額に３／４を

乗じて得た額（千円未

満切り捨て）と、補助

基準額を比較して、最

も低い額以内 

 

  注１）「創設」とは「新たに施設を整備すること」をいい、「改築」とは「既存施設の

改築整備をすること」をいう。 

  


